
令和７年 伊丹警察署 

５月号 072-771-0110 

消費者月間における生活経済事犯被害の未然防止対策の推進 

      ～ うまい儲け話に注意・ 「何かがおかしいな」と感じたらまず相談を！ ～ 

○ 「内職・副業」に関するトラブル 

インターネットサイト広告で、「メッセージ交換だけで報酬 

がもらえる」「スマホだけで稼げる」などの表示があり、 

申し込んだところ、有料出会い系サイトに登録させられ 

  「報酬を受ける手続きが必要」「エラーが発生したのでもう 

  一度」などと何かと理由をつけられ、報酬を受けるどころか 

  課金させられた等のトラブルに発展しています。 

※ 「簡単に稼げる」等を強調する広告や、知らない相手から 

のメールや SNS で誘われる儲け話などは、鵜呑みにしない。 

○  悪質な訪問購入業者 

不意に自宅に訪問してきて、「不要な衣類ありませんか？」「高値で買い取らせていただきます。」 

  などと言って、家の中へ上がり込み、貴金属や着物等をその場で査定後、強引に安い値段で商品を買 

い取るトラブルが発生しています。 

※ 訪問購入業者は、事前に消費者の承諾がない場合、訪問による勧誘行為や事前に売却を予定して 

いた物以外の商品の買取りはできません。 

拒否しても自宅に居座るようなことがあれば、迷わず 110 番通報を！！ 

自転車は子どもから高齢者まで手軽に利用できる便利な乗り物ですが、交通ルールを守らなければ重

大な交通事故の原因となる危険な乗り物にもなります。  

  信号無視や一時不停止、携帯電話を使用しての片手運転等をしないこ      

とはもちろん、道路標識・標示をよく見て、交通ルールをしっかり守り     

  ましょう。 

  すべての自転車の運転者が乗車用ヘルメット着用に努めなければなら     

ないことになりました。ご自身と大切な人の命を守るため、乗車用ヘル 

メットをかぶりましょう。                  

 

～ 兵庫県警察安全安心アプリ ～ 

   ひょうご防犯ネット＋（プラス）が本年 2 月 26 日から運用  

開始。 従来の「ひょうご防犯ネット」でのお知らせはもちろん、    

防犯ブザー・性犯罪対策機能など安全・安心をアプリで！ 
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